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連 結 注 記 表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記）
1. 連結計算書類の作成基準
当連結会計年度より、当社グループの連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国際会
計基準に準拠して作成しています。ただし、同項後段の規定に準拠して、国際会計基準により要請される記
載及び注記の一部を省略しています。当社グループの会計方針は、早期適用していない国際財務報告基準
（以下、「IFRS」）の規定及びIFRS第１号「国際財務報告基準の初度適用」（2008年11月再編）の規定により
認められた免除規定を除き、2020年３月31日時点において有効なIFRSに準拠しています。

2. 連結の範囲に関する事項
連結子会社等の数 125社

なお、上記にはジョイント・オペレーションを含めております。
主要な連結子会社の名称 北海道エア・ウォーター㈱、東北エア・ウォーター㈱、関東エア・

ウォーター㈱、中部エア・ウォーター㈱、近畿エア・ウォーター
㈱、中・四国エア・ウォーター㈱、九州エア・ウォーター㈱、エ
ア・ウォーター炭酸㈱、エア・ウォーター・プラントエンジニアリ
ング㈱、川崎化成工業㈱、エア・ウォーター防災㈱、川本産業㈱、
ゴールドパック㈱、春雪さぶーる㈱、㈱九州屋、エア・ウォーター
物流㈱、東日本エア・ウォーター物流㈱、㈱日本海水、タテホ化学
工業㈱、エア・ウォーター・ゾル㈱、エア・ウォーター・マッハ
㈱、エア・ウォーター・マテリアル㈱、エア・ウォーター＆エネル
ギア・パワー山口㈱

連結子会社等の数には、当社が直接連結経理処理を実施している会社のみ含めており、連結子会社が
連結経理処理している関係会社（47社）はその数から除外しております。

3. 持分法の適用に関する事項
持分法を適用した会社の数 17社
持分法を適用した会社の名称 ハローガス旭川㈱、渡島ガス㈱、ハローガス共栄㈱、江別米穀㈱、

厚岸プロパン㈱、㈱クリオ・エアー、苫小牧共同酸素㈱、パナソニ
ックＡＷエンジニアリング㈱、サミット小名浜エスパワー㈱、㈱ガ
スネット、ジャパンソルト㈱、Ｋ＆Ｏエナジーグループ㈱、㈱歯愛
メ デ ィ カ ル、 営 口 阿 部 配 線 有 限 公 司、INOTEC TAIWAN
CO.,LTD.、㈱ＳＤＬ・ＨＤ、丸進青果㈱
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4. 連結の範囲の変更に関する事項
当連結会計年度より、株式の取得により子会社となったこと等に伴い、Hitec Holding B.V.、㈱FILWEL、
大東化学㈱、他23社を連結の範囲に含めております。
当連結会計年度より、合併により消滅したことに伴い、㈱半田他１社を連結の範囲から除いております。
当社が直接連結経理処理を実施している会社のみ含めております。

5. 持分法適用の範囲の変更に関する事項
当連結会計年度より、株式を追加取得したことにより、丸進青果㈱を持分法適用の範囲に含めております。

6. 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、大連タテホ化学有限公司、愛沃特裕立化工(江蘇)有限公司、愛沃特マッハゴム製品(福
建)有限公司、TATEHO OZARK TECHNICAL CERAMICS,INC.、Power Partners Private Limited、
Ecofroz S.A.、Hitec Holding B.V.、他３社の決算日は12月末日であり、連結決算日との差は３ヶ月以内
であるため、当該連結子会社の決算日現在の計算書類を基礎として連結を行っております。
連結子会社のうち、日農機製工㈱、日農機㈱の決算日は12月末日であり、連結決算日現在で実施した仮決算
に基づく計算書類を基礎として連結を行っております。
なお、それ以外の連結子会社の決算日と連結決算日は一致しております。

7. 持分法の適用の手続について特に記載すべき事項
持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の直近の事業年度に係る計算書
類を使用しております。
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8. 会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法
① 金融資産（デリバティブを除く）
（ⅰ）当初認識及び測定

当社グループは、営業債権を、これらの発生日に当初認識しております。その他のすべての金融資産
は、当社グループが当該金融資産の契約当事者となった取引日に当初認識しております。一定の営業
債権については取引価格で測定しております。
当社グループは、金融資産を、（ａ）償却原価で測定される金融資産、（ｂ）その他の包括利益を通じ
て公正価値で測定される金融資産、（ｃ）純損益を通じて公正価値で測定される金融資産に分類して
おり、この分類は金融資産の当初認識時に決定しております。
すべての金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定される金融資産に分類される場合を除き、公正
価値に取引コストを加算した金額で当初測定しております。

（ａ）償却原価で測定される金融資産
負債性金融資産は、次の条件がともに満たされる場合には、償却原価で測定される金融資産に分類
しております。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的とする事業モデル
に基づいて、金融資産が保有されている。
・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フロ
ーが特定の日に生じる。
償却原価で測定される金融資産は、公正価値に当該金融資産の取得に直接帰属する取引コストを加
算した金額で測定しております。

（ｂ）その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品
負債性金融資産は、次の条件がともに満たされる場合には、その他の包括利益を通じて公正価値
で測定される金融資産に分類しております。
・契約上のキャッシュ・フローの回収及び金融資産の売却を目的とした事業モデルに基づいて、金
融資産が保有されている。
・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フロ
ーが特定の日に生じる。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品
投資先との取引関係の維持又は強化を主な目的として保有する株式などの資本性金融商品は、そ
の他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産として指定し、当該指定を継続的に適用
しております。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産は、公正価値に当該金融資産の取得に
直接帰属する取引コストを加算した金額で測定しております。
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（ｃ）純損益を通じて公正価値で測定される金融資産
償却原価で測定される金融資産又はその他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産以外
の金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定される金融資産に分類しております。
ただし、純損益を通じて公正価値で測定しない金融資産に対し、純損益を通じて公正価値で測定さ
れる金融資産として指定することにより、会計上のミスマッチを除去又は大幅に低減する場合に
は、当初認識時に、純損益を通じて公正価値で測定される金融資産として指定する取消不能な選択
をする場合があります。

（ⅱ）事後測定
金融資産は当初認識後、その分類に応じて以下のとおり測定しております。

（ａ）償却原価で測定される金融資産
償却原価で測定される金融資産については、実効金利法による償却原価で測定しております。

（ｂ）その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
公正価値で測定し、その変動額はその他の包括利益として認識しております。
ただし、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される資本性金融商品については、公正価値の
変動額はその他の包括利益として認識し、認識を中止した場合、あるいは公正価値が著しく下落し
た場合には利益剰余金に振り替えております。

（ｃ）純損益を通じて公正価値で測定される金融資産
純損益を通じて公正価値で測定される金融資産については、当初認識後は公正価値で測定し、その
変動額は純損益として認識しております。

（ⅲ）認識の中止
当社グループは、金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合、又
は金融資産を譲渡し、ほとんどすべてのリスクと経済価値が移転した場合にのみ、金融資産の認識を
中止しております。
当社グループがリスクと経済価値のほとんどすべてを移転しないが保持もせず、譲渡した金融資産を
支配し続ける場合には、継続的関与の範囲内において当該金融資産の認識を継続しており、その場合
には、関連する負債も認識しております。

（ⅳ）減損
当社グループは、金融資産及び契約資産の減損の測定にあたっては、期末日ごとに償却原価で測定す
る金融資産に当初認識時点からの信用リスクの著しい増加があるかどうかに基づいております。
なお、償却原価で測定する金融資産について、当初認識時点から信用リスクが著しく増加していない
場合には、12ヶ月の予想信用損失を貸倒引当金として認識しております。ただし、営業債権について
は、当初から残存期間にわたる予想信用損失を認識しております。
一方、当初認識時点から信用リスクの著しい増加があった場合には、残存期間にわたる予想信用損失
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を貸倒引当金として認識しております。
信用リスクが著しく増加しているか否かは、デフォルトリスクの変化に基づいて判断しており、デフ
ォルトリスクに変化があるかどうかの判断にあたっては、主に延滞（期日超過情報）を考慮しており
ます。
また、予想信用損失は、契約上受け取ることのできる金額と、過去の信用損失等に基づいて受取りが
見込まれる金額との差額の割引現在価値に基づいて測定しております。
なお、法的に債権が消滅する場合等、債権の回収が合理的に見込めない場合には、金融資産の帳簿価
額を直接償却しております。

② デリバティブ及びヘッジ会計
当社グループは、為替リスクや金利リスクをヘッジするために、為替予約、金利スワップ契約のデリバ
ティブを利用しております。これらのデリバティブは、契約が締結された時点の公正価値で当初測定さ
れ、その後も公正価値で再測定しております。
デリバティブの公正価値変動額は純損益として認識しております。ただし、キャッシュ・フロー・ヘッ
ジの有効部分はその他の包括利益として認識しております。
当社グループは、ヘッジ開始時に、ヘッジ会計を適用しようとするヘッジ関係並びにヘッジを実施する
にあたってのリスク管理目的及び戦略について、公式に指定及び文書化を行っております。当該文書
は、具体的なヘッジ手段、ヘッジ対象となる項目又は取引並びにヘッジされるリスクの性質及びヘッジ
されたリスクに起因するヘッジ対象の公正価値又はキャッシュ・フローの変動に対するエクスポージャ
ーを相殺する際のヘッジ手段の公正価値変動の有効性の評価方法などを含めております。当社グループ
は、ヘッジ開始時及び継続的に、ヘッジ取引に利用したデリバティブがヘッジ対象の公正価値又はキャ
ッシュ・フローの変動を相殺するために有効であるかを評価しております。具体的には、ヘッジ対象と
ヘッジ手段との間の経済的関係が相殺をもたらす場合においてヘッジが有効であると判断しておりま
す。
ヘッジ会計に関する厳格な要件を満たすヘッジは、IFRS第９号「金融商品」に基づき以下のように分類
し、会計処理を行っております。

キャッシュ・フロー・ヘッジ
ヘッジ手段に係る利得又は損失のうち有効部分はその他の包括利益として認識し、非有効部分は直ち
に純損益として認識しております。
その他の包括利益に計上したヘッジ手段に係る金額は、ヘッジ対象である取引が純損益に影響を与え
る時点で純損益に振り替えております。ヘッジ対象が非金融資産又は非金融負債の認識を生じさせる
ものである場合には、その他の包括利益として認識している金額は、非金融資産又は非金融負債の当
初の帳簿価額の修正として処理しております。
予定取引の発生がもはや見込まれない場合には、従来その他の包括利益を通じて資本として認識して
いた累積損益を純損益に振り替えております。
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ヘッジ手段が失効、売却、又は他のヘッジ手段への入替えや更新が行われずに終了又は行使された場
合、若しくはリスク管理目的の変更等ヘッジ会計が中止された場合には、従来その他の包括利益を通
じて資本として認識されていた累積損益は、予定取引が発生するか又は発生が見込めなくなるまで引
き続き資本に計上しております。

③ 金融商品の公正価値
期末日現在で活発な金融市場において取引されている金融商品の公正価値は、市場における公表価格又
はディーラー価格を参照しております。
活発な市場が存在しない金融商品の公正価値は、適切な評価技法又は取引先金融機関から提示された価
格等を参照して算定しております。

④ 棚卸資産
棚卸資産の取得原価には、購入原価、加工費、及び棚卸資産が現在の場所及び状態に至るまでに発生し
たその他のすべての原価を含めております。
棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額とのいずれか低い額で測定しております。原価の算定にあた
っては、主として加重平均法を使用しております。また、正味実現可能価額は、通常の事業過程におけ
る予想売価から、完成に要する見積原価及び販売に要する見積費用を控除して算定しております。

⑤ 有形固定資産
当社グループは、有形固定資産の測定に原価モデルを採用しております。有形固定資産は、取得原価か
ら減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額で表示しております。
土地以外のすべての有形固定資産について、見積耐用年数にわたり、主として定額法で減価償却を実施
しております。有形固定資産の見積耐用年数及び償却方法は、期末日に見直しを行い、変更があった場
合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。

⑥ 無形資産
当社グループは、無形資産の測定に原価モデルを採用しております。無形資産は、取得原価から償却累
計額及び減損損失累計額を控除した価額で表示しております。
耐用年数を確定できる無形資産は、それぞれの見積耐用年数にわたって定額法で償却し、減損の兆候が
存在する場合はその都度、減損テストを実施しております。耐用年数を確定できる無形資産の見積耐用
年数及び償却方法は、期末日に見直しを行い、変更があった場合は、会計上の見積りの変更として将来
に向かって適用しております。
耐用年数を確定できない無形資産及び未だ使用可能でない無形資産については、償却を行わず、毎期個
別に又は各資金生成単位で減損テストを実施しております。さらに、減損の兆候が存在する場合はその
都度、減損テストを実施しております。
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⑦ 使用権資産
当社グループは、原価モデルを適用して、取得価額から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除して
測定しております。
原資産の所有権がリース期間の終了時までに借手に移転する場合又は、使用権資産の取得原価が購入オ
プションを行使することを反映している場合には、使用権資産を開始日から原資産の耐用年数の終了時
までに定額法により減価償却しております。それ以外の場合は、開始日から使用権資産の耐用年数又は
リース期間の終了時のいずれか早い時まで定額法により減価償却しております。使用権資産の見積耐用
年数は、自己所有の有形固定資産と同様に決定します。

（2）重要な引当金の計上基準
引当金は、当社グループが過去の事象の結果として現在の債務（法的又は推定的）を有しており、当該債
務を決済するために経済的便益を有する資源の流出が必要となる可能性が高く、当該債務の金額について
信頼性のある見積りができる場合に認識しております。
貨幣の時間価値の影響に重要性がある場合には、債務を決済するために必要となると見込まれる支出の現
在価値で測定しております。現在価値の算定には、貨幣の時間価値と負債に固有のリスクについての現在
の市場の評価を反映した税引前の割引率を用いております。

（3）収益
IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の適用に伴い、下記の5ステップアプローチに基づき、収益
を認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ５：企業が履行義務の充足時に収益を認識する

当社グループは、産業ガス関連事業、ケミカル関連事業、医療関連事業、エネルギー関連事業、農業・食
品関連事業、物流関連事業、海水関連事業、その他の事業を営んでおります。
「産業ガス関連事業」は、酸素・窒素・アルゴン等の産業ガスの製造・販売のほか高圧ガス関連設備工事
及びガス発生装置の製作・据付をしております。「ケミカル関連事業」は、機能化学品等の製造・販売を
しております。「医療関連事業」は、酸素・窒素等の医療用ガスの製造・販売のほか各種医療機器、病院
設備工事等の事業を展開しております。「エネルギー関連事業」は、ＬＰガス・灯油等の石油製品等の販
売をしております。「農業・食品関連事業」は、青果物の卸売・加工及び冷凍食品や食肉加工品等の製
造・販売並びに清涼飲料水の製造受託をしております。「物流関連事業」は、高圧ガス、一般貨物、食品、
医療・環境等の物流サービスのほか倉庫・流通加工サービス、特殊車両製造等の事業を展開しておりま
す。「海水関連事業」は、塩及び製塩副産物並びに電融マグネシア及び酸化マグネシウム等の製造・販売
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をしております。「その他の事業」は、エアゾール事業等から構成しております。

① 物品の販売
製品の引渡時点において、顧客が当該製品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると
判断し、当該製品の引渡時点で収益を認識しております。また、収益は、顧客との契約において約束さ
れた対価から、値引き、リベート及び返品などを控除した金額で測定しております。

② 役務の提供、機器工事契約
原則として取引成果の見積りが可能な場合は、取引の進捗度に応じて収益を認識しております。見積り
が不可能な場合は、発生原価は発生した期の費用として認識し、収益は、費用が回収可能と認められる
範囲でのみ認識しております。
また、収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート及び返品などを控除した
金額で測定しております。
なお、製品の販売契約における対価は、製品に対する支配が顧客に移転した時点から概ね１年以内に回
収しており、重要な金利要素は含んでおりません。

（4）外貨換算
当社グループの連結計算書類は、当社の機能通貨である日本円で表示しております。また、当社グループ
内の各企業はそれぞれ独自の機能通貨を定めており、各企業の取引はその機能通貨により測定しておりま
す。
外貨建取引は、取引日における直物為替相場又はそれに近似するレートにより機能通貨に換算しておりま
す。
外貨建ての貨幣性資産及び負債は、期末日の直物為替相場により機能通貨に換算しております。当該換算
及び決済により生じる換算差額は純損益として認識しております。ただし、その他の包括利益を通じて測
定する資本性金融商品及びヘッジが有効な範囲内におけるキャッシュ・フロー・ヘッジから生じる換算差
額については、その他の包括利益として認識しております。
在外営業活動体の資産及び負債は期末日の直物為替相場により、収益及び費用は取引日の直物為替相場又
はそれに近似するレートにより、それぞれ円貨に換算し、その換算差額はその他の包括利益として認識し
ております。
在外営業活動体が処分された場合には、当該営業活動体に関連する累積換算差額を処分した期の純損益と
して認識しております。
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（5）退職給付
当社及び一部の連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確
定拠出制度を採用しております。
確定給付制度債務の現在価値及び関連する当期勤務費用並びに過去勤務費用を、予測単位積増方式を使用
して制度ごとに個別に算定しております。
割引率は、期末日時点の優良社債の利回りに基づき算定しております。
確定給付制度に係る負債又は資産は、確定給付制度債務の現在価値から制度資産の公正価値を控除して算
定しております。
確定給付制度に係る負債又は資産の再測定額は、発生した期においてその他の包括利益として一括認識し
た後、直ちに利益剰余金に反映しております。また、過去勤務費用は、発生した期の費用として処理して
おります。
確定拠出型の退職給付に係る掛金は、従業員が勤務を提供した期間に費用として認識しております。

（6）のれんに関する事項
のれんは、移転した対価と非支配持分として認識された金額の総額が識別可能取得資産及び引受負債の純
額を超過した額として測定しております。
移転した対価と非支配持分として認識された金額の総額が、識別可能取得資産及び引受負債の純額を下回
る場合、その差額は純損益として認識しております。
当初認識後、企業結合で取得したのれんは償却せず、当初認識した金額から減損損失累計額を控除した金
額で表示しております。また、のれんの減損テストについては、毎年かつ減損の兆候が存在する場合はそ
の都度行っております。

（7）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

― 9 ―

2020年06月01日 18時53分 $FOLDER; 10ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



（追加情報）
従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引
当社は、従業員への福利厚生等を目的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行
っております。

（1）取引の概要
当社は、2016年５月13日開催の取締役会の決議により、従業員持株会を活用した中長期的な企業価値向
上と福利厚生の拡充を目的としたインセンティブ・プランとして「従業員持株会信託型ESOP」（以下、
「本制度」といいます。）を導入しております。
本制度は、「エア・ウォーターグループ持株会」（以下、「持株会」といいます。）に加入する全ての当社グ
ループ社員を対象とするインセンティブ・プランです。
本制度では、当社が信託銀行に持株会専用の信託（以下、「持株会信託」といいます。）を設定し、持株会
信託は、信託の設定後５年間にわたり持株会が取得すると見込まれる相当数の当社株式を、銀行から取得
資金の借入を行った上で、株式市場から予め定める期間中に取得いたします。その後、持株会信託は、持
株会が定期的に行う当社株式の取得に際して、当社株式を機械的かつ継続的に持株会に売却していき、持
株会信託の信託財産に属する当社株式の全てが売却された場合などに持株会信託は終了いたします。
信託終了時点までに、当社株価の上昇により株式売却益相当額が累積した場合には、持株会信託は、これ
を残余財産として受益者要件を充足する当社グループ社員に対して分配いたします。なお、当社は、持株
会信託が当社株式を取得するための借入について、貸付人である銀行との間で保証契約を締結しておりま
す。従って、当社株価の下落により株式売却損相当額が累積し、持株会信託が借入債務を完済できなかっ
た場合には、当社が銀行に対して残存債務を一括して弁済することになります。

（2）信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により資本の部に自己株
式として計上しております。
当連結会計年度の末日時点における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、189百万円、110,500株であ
ります。

（3）総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
当連結会計年度の末日時点 68百万円
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（連結財政状態計算書に関する注記）
1. 担保に供している資産及び担保に係る債務
（1）担保に供している資産

現金及び現金同等物 1,110百万円
営業債権及びその他の債権 1,873百万円
棚卸資産 2,342百万円
有形固定資産 19,281百万円
その他の金融資産 1,045百万円
計 25,654百万円

（2）担保付債務
営業債務及びその他の債務 2,474百万円
社債及び借入金（流動） 2,913百万円
社債及び借入金（非流動） 9,261百万円
計 14,649百万円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 422,212百万円
減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示しています。

3. 保証債務 従業員及び関係会社等の
借入金等に対する保証債務

　

17,446
　

百万円

4. 資産から直接控除した貸倒引当金
営業債権 3,444百万円
その他の金融資産 1,836百万円
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（連結持分変動計算書に関する注記）
1. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数
株 式 の 種 類 当 連 結 会 計 年 度 期 首 増 加 減 少 当 連 結 会 計 年 度 末
普 通 株 式 198,705,057株 31,050,000株 － 229,755,057株

2. 配当に関する事項
（1）配当金支払額

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配 当 額
（円）

基 準 日 効力発生日

2019年５月14日
取締役会 普通株式 利益剰余金 4,122 21 2019年３月31日 2019年６月27日

（注）配当金の総額には、持株会信託が保有する自社の株式に対する配当金11百万円を含めております。

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配 当 額
（円）

基 準 日 効力発生日

2019年11月７日
取締役会 普通株式 利益剰余金 3,928 20 2019年９月30日 2019年12月２日

（注）配当金の総額には、持株会信託が保有する自社の株式に対する配当金７百万円を含めております。
　
（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配 当 額
（円）

基 準 日 効力発生日

2020年５月28日
取締役会 普通株式 利益剰余金 5,460 24 2020年３月31日 2020年６月30日

（注）配当金の総額には、持株会信託が保有する自社の株式に対する配当金２百万円を含めております。
　
3. 当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の
種類及び数
普通株式 273,000株
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（金融商品に関する注記）
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については主に社債の発
行や銀行等金融機関からの借入による方針です。デリバティブは、外貨建取引における為替リスク及び長
期借入金の金利変動リスクを回避するためのみに利用し、投機を目的にデリバティブ取引を行っておりま
せん。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
① 信用リスク
当社グループの営業活動から生じる債権である営業債権及びその他の債権は、顧客の信用リスクに晒さ
れています。当該リスクに関しては、当社グループの社内規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高
管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を適宜把握しております。デリバティブ取引の執行・管理
については、為替予約を伴う輸出入取引を行う場合には、所定の社内規程に基づき稟議決裁を行い、財
務部門が実施しています。金利スワップ取引及び金利オプション取引を伴う長期借入金により資金調達
を行う場合には、財務部門の申請により、所定の社内規程に基づき稟議決裁を行い、その内容は取締役
会に報告しています。当社グループが利用しているデリバティブ取引につきましては、いずれも大手金
融機関を利用しており、信用リスクは限定的と考えております。

② 流動性リスク
当社グループは、借入金及び社債により資金を調達しておりますが、それら負債は、資金調達環境の悪
化などにより支払期日にその支払を実行できなくなる流動性リスクに晒されております。
当社グループは、グループ財務業務基本方針に基づき、年度事業計画に基づく資金調達計画を策定する
とともに、当社財務部門は、定期的に、手許流動性及び有利子負債の状況等を把握・集約し、当社の社
長及び取締役会に報告しております。

③ 市場リスク
（ⅰ）為替リスク

当社グループは、海外でも事業活動を行っており、外貨建による売買取引において、為替相場の変動
によるリスクに晒されております。当該外国為替相場の変動リスクを低減するために、必要に応じ為
替予約や通貨スワップを利用してヘッジしております。

（ⅱ）金利リスク
当社グループの金利リスクは、現金同等物等とのネット後の有利子負債から生じます。借入金及び社
債のうち、変動金利によるものは金利変動リスクに晒されております。当社グループは、当該リスク
をデリバティブ取引（金利スワップ取引）によりヘッジしております。
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2. 金融商品の公正価値等に関する事項
当連結会計年度末における連結財政状態計算書計上額、公正価値については、次のとおりであります。な
お、公正価値で測定する金融商品及び帳簿価額と公正価値が近似している金融商品については、次表に含ま
れておりません。

（単位：百万円）

連結財政状態
計算書計上額 公正価値

償却原価で測定している金融資産
長期貸付金 4,957 4,957

合計 4,957 4,957
償却原価で測定している金融負債
社債 40,250 40,556
長期借入金 189,754 190,593

合計 230,004 231,149
（注）金融商品の公正価値の算定方法
・長期貸付金：元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
・社債 ：元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて算定する方法によっております。
・長期借入金：元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

（賃貸等不動産に関する注記）
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

　
（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり親会社所有者帰属持分 1,460円00銭
基本的１株当たり当期利益 147円43銭

（注）持株会信託が保有する自己株式は、基本的１株当たり当期利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含
めております。
期末の当該自己株式の数 110,500株
期中平均の当該自己株式の数 332,500株

　
（その他の注記）
記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

（重要な会計方針に係る事項）
1. 資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの 決算期末日前１ヶ月間の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定）

時価のないもの 移動平均法による原価法
（2）デリバティブ 時価法
（3）たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品 総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
仕掛品 総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）。

ただし、未成工事支出金は個別法による原価法。
原材料及び貯蔵品 総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

　
2. 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
（2）無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
（3）リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証がある場合
は、残価保証額）とする定額法

　
3. 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能
性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（2）役員賞与引当金 役員に対する賞与の支給に備えるため、当事業年度における支給見
込額を計上しております。
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（3）退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生して
いると認められる額を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末まで
の期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっており
ます。
数理計算上の差異については、各期の発生時の従業員の平均残存勤
務期間以内の一定年数（12年）による定額法により、それぞれ発生
の翌期から費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間
以内の一定年数（12年）による按分額を費用処理しております。

（4）関係会社事業損失引当金 関係会社の事業による損失に備えるため、当社が負担することとな
る損失見込額を計上しております。

　
4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
（1）ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たし
ている為替予約につきましては、振当処理を行うこととしておりま
す。
また、特例処理の要件を満たしている金利スワップにつきまして
は、特例処理を行うこととしております。

ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 ヘッジ対象
為替予約 外貨建取引
金利スワップ 長期借入金
金利オプション 長期借入金

ヘッジ方針 当社は、取組方針として、為替及び金利変動のリスクを回避するた
めにのみデリバティブ取引を利用することとしております。
利用に際しては、社内規程に基づきデリバティブ取引を行い、為替
変動リスク及び金利変動リスクをヘッジします。

ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ
開始時及びその後も継続して、相場変動等を相殺するものと見込ま
れるため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。

（2）退職給付に係る会計処理 退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会
計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と
異なっております。

（3）消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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（貸借対照表に関する注記）
1. 有形固定資産の減価償却累計額 106,174百万円
2. 保証債務 従業員及び関係会社等の

借入金等に対する保証債務
　

31,294
　
百万円

3. 関係会社に対する金銭債権と金銭債務
短期金銭債権 51,534百万円
長期金銭債権 11,796百万円
短期金銭債務 43,304百万円

4. 土地の再評価
「土地の再評価に関する法律」（1998年３月31日公布 法律第34号）に基づき、事業用土地の再評価を行
い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に、再評価差額につ
いては、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価の方法 「土地の再評価に関する法律施行令」（1998年３月31日公布 政令

第119号）第２条第３号に定める固定資産税評価額に合理的な調整
を行って算出しております。

再評価を行った年月日 2002年３月31日
再評価を行った土地の当事業年度
末における時価と再評価後の帳簿
価額との差額

　
2,124百万円

　
（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高
営業取引による取引高
売 上 高 68,571百万円
仕 入 高 24,109百万円
そ の 他 9,978百万円
営業取引以外の取引高 31,767百万円
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（株主資本等変動計算書に関する注記）
自己株式の数に関する事項
株 式 の 種 類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普 通 株 式 2,943,138株 1,807株 582,141株 2,362,804株
（注）上記の株式数には、持株会信託が所有する当社株式（当事業年度末110,500株）が含まれております。
（変動事由の概要）
増加数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取請求による増加 1,807株
減少数の内訳は、次のとおりであります。
持株会信託の売却による減少 451,300株
譲渡制限付株式報酬としての処分による減少 52,831株
ストックオプションの行使による減少他 78,010株

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
関係会社事業損失 6,208百万円
減損損失 1,072百万円
投資有価証券評価損 1,174百万円
減価償却超過額 299百万円
未払費用（賞与） 149百万円
退職給付引当金 280百万円
その他 2,725百万円
繰延税金資産小計 11,911百万円
評価性引当額 △9,206百万円
繰延税金資産合計 2,705百万円

繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 △2,806百万円
有価証券評価差額金 △2,603百万円
その他 △1,164百万円
繰延税金負債合計 △6,573百万円
繰延税金負債の純額 △3,868百万円

なお、上記の他、土地再評価差額金に係る繰延税金資産が3,104百万円あり、評価性引当額3,101百万円を控
除後の繰延税金資産は2百万円であります。
また、土地再評価差額金に係る繰延税金負債が634百万円あり、土地再評価差額金に係る繰延税金負債の純額
は631百万円であります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
子会社及び関連会社等 （単位：百万円）

　

属 性 会 社 等 の 名 称 議決権等の所有
(被所有)割合 関連当事者との関係 取 引 の 内 容 取引金額 科 目 期末残高

子会社 北海道
エア・ウォーター（株）

所有
直接100％

高圧ガス・ＬＰガス
等の販売、役員の兼
任

販 売 27,166 売 掛 金 10,087

子会社
エア・ウォーター・
プラントエンジニアリング
（株）

所有
直接100％

高圧ガス関連機器の
工事発注等、役員の
兼任

設 備 の 購 入
資 金 の 貸 付

10,083
―
未 払 金
短期貸付金

7,240
7,653

子会社
エア・ウォーター＆
エネルギア・パワー山口
（株）

所有
直接51％

債務保証
役員の兼任 債 務 保 証 11,557 ― ―

子会社
エア・ウォーター＆
エネルギア・パワー小名浜
（株）

所有
直接51％

債務保証
役員の兼任 債 務 保 証 9,555 ― ―

子会社
ELLENBARRIE
INDUSTRIAL GASES
LTD.

所有
直接51％ 役員の兼任 負 担 金 1,900 ― ―

　

（注）（1）取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
（2）取引条件及び取引条件の決定方針等

・資金の貸付、借入利率については、市場金利を勘案し合理的に決定しています。
なお、担保提供または受入れはありません。
・販売については、一般的取引条件と同様に決定しています。

　
（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 926円42銭
１株当たり当期純損失金額 1円95銭

（注）持株会信託が保有する自己株式は、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めており、ま
た、１株当たり当期純損失金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
期末の当該自己株式の数 110,500株
期中平均の当該自己株式の数 332,500株

　
（その他の注記）
記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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